
平成29年5月19日 
―196号― 

平  日 8：30～19：00 
  土    8：30～17：00 

「仮想通貨を購入すると価値が上がる」と言われ、約90万円振り
込んだ。「1年経ったら会社が買い取る」と言われていたが業者と
連絡が取れない。返金してもらいたい。 

仮想通貨は、価格が急激に低下するなどのリスクを伴うため、
将来必ず値上がりするものではありません。仕組みや取引に
伴うリスク等がよく分からなければ決して契約しないでください。 
参照先：国民生活センターHP 
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen280.html 
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/shinsen280.pdf （見守り新鮮情報） 
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製品 
安全情報 

「クーリング・オフ」とは、契約した後、一定期間内（8日や20日）であれば無
条件で契約を解除することができる特別な制度のことをいいます。 
※クーリング・オフできる場合（訪問販売・電話勧誘等）とできない場合（店
舗購入・通信販売等）があります。 
詳しくは、国民生活センターHPをご覧ください。 
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_volunteer/mj-chishiki24.html 

豆知識 

参照先：nite（独立行政法人 製品評価技術基盤機構） 
http://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/press/2017fy/prs170427.html 

事例・原因 

注意点 注意点 

煮こぼれや油こぼれが生じた場合
はこまめに掃除してください。また、
グリル皿やグリル庫内もこまめに掃
除してください。 

電子レンジや電気オーブントース
ターの庫内やドアに付着している食
品かすは、こまめに掃除してください。 

ガスこんろのバーナーキャップの炎
口が煮こぼれで目詰まりした状態で、
点火操作を繰り返したところ、滞留し
たガスに引火し重度のやけどを負っ
た。 

事例・原因 

電子レンジを使用したところ、ドア下
部の隙間に付着していた食品かす
が炭化してスパークが発生し、レン
ジ置き台の一部を焼損した。 

ガスこんろ 電子レンジ 
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特 集 

消費者契約法とは？ 

消費者と事業者の間における商品や役務の情報量や交渉力の格差に対
して、消費者保護の目的で、平成１２年に民法の特別法として制定された
法律です。 

主な改正ポイントは？ 

１ 契約の取り消し 
 （１）不実告知取消しに関する「重要事項」の範囲拡大 
  ⇒重要事項について事実と異なることを告げるなどを理由とした取消しの 
    対象に、動機部分が追加されました。 

 （２）過量契約取消規程の新設 
  ⇒通常の分量を著しく超えると知っていて購入させる販売などに対して、 
    消費者の取消権を認めました。 

 （３）取消権の行使期間の延長（短期を6ケ月⇒1年） 
２ 契約条項の無効 
 （１）解除権拒否の無効条項 
   ⇒「いかなる場合でも解除できません」など、事業者の債務不履行でも 
    消費者の解除権を放棄させる条項は無効となります。 
参照先：消費者契約法の一部を改正する法律（消費者庁HP）
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/ 
※添付ファイルに消費者庁作成のリーフレットを添付します。 
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お知らせ 

「まなべる」は、専用端
末で消費生活トラブルの
疑似体験ができる体験
ゾーンや、書籍やDVDの
貸出を実施する情報
ゾーンがあります。 



「講師派遣依頼書」は、やまくら通信の別添ファイルをご確認ください。 

お知らせ 


